
　Ｅ16 (1644を除く)、17、19～21、
　Ｅ25 (251、252、253 (2535を除く) を除く)、
　Ｅ26 (251のうち農業用トラクタ製造業、262、
2652、
　266を除く)、
　Ｅ2973、
　Ｅ31 (311を除く)、Ｅ32

　Ｉ50～55

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

　Ｅ23（234を除く）

　Ｅ24

15 宿 泊 業

13

14

小 売 業

飲 食 サ ー ビ ス 業

調

査

対

象

産

業

計

令和５年度　最低賃金に関する基礎調査　調査産業対象表

印 刷 ・ 同 関 連 業

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業

　Ｅ15

　Ｅ18

木材・木製品、家具・装備品製造業

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業

　Ｅ12、Ｅ13

　Ｅ14

食 料 品 等 製 造 業

繊 維 工 業

　Ｅ09、Ｅ10

　Ｅ11

業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

上 記 以 外 の 製 造 業

卸 売 業

　Ｅ27

新 聞 業 、 出 版 業

  Ｎ782、783

  Ｒ922

  Ｌ71～74、Ｎ78～80、Ｒ88～95 (上記を除く)

  Ｇ413、414

洗 濯 業

５ 産 別 適 用 外 医 療 、 福 祉 業 16 医 療 、 福 祉 業

1

産

別

適

用

対

象

外

産

業

1

総計 大計

２

2

3

4

5

6

7

8

６ 産 別 適 用 外 サ ー ビ ス 業 18

17

9

10

11

12

２

19

20

特

定

最

低

賃

金

適

用

産

業

８ 鉄 鋼 業

９ 電 線 等 製 造 業

10 一 般 機 械 器 具 製 造 業

11

３ 産 別 適 用 外 卸 売 ・ 小 売 業

４ 産別適用外飲食店、宿泊業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

12 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

13 自 動 車 小 売 業

神奈川労働局

７ 塗 料 製 造 業 21   Ｅ1644

　Ｉ56～61 (5911を除く)

　Ｍ76、Ｍ77

  Ｍ75

  Ｐ83～P85

  Ｎ781

明細
番号

1 年 齢 、 業 務 に よ る 適 用 除 外

産 業 名 ※産業分類番号

　1 年齢、業務による適用除外

産 別 適 用 外 製 造 業

中計

31

理 容 業 ・ 美 容 業

建 物 サ ー ビ ス 業

他 に 分 類 さ れ な い サ ー ビ ス 業

27

28

29

30

塗 料 製 造 業

鉄 鋼 業

電 線 ・ ケ ー ブ ル 製 造 業

は ん 用 機 械 器 具 製 造 業

生 産 用 機 械 器 具 製 造 業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業

自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業

自 動 車 小 売 業 （ 新 車 ）

22

23

24

25

26

  Ｅ29 (2973を除く)

  Ｅ30

  Ｅ311

  Ｉ5911

  Ｅ22

  Ｅ234

  Ｅ251、252、253 (2535を除く)

  Ｅ261のうち農業用トラクタ製造業、262、2652、266

  Ｅ28


